
一時保育ご利用注意事項 

１．一時保育を利用する場合は利用日の前々日までに保育所に連絡し、 

当日利用証を必ず提示してください。 

２．利用できる日数は次のとおりです。 

① 非定型的保育（保育者の就労等） 

   週３日以内 

② 緊急保育（保育者の病気、冠婚葬祭等） 

   保育を必要とする期間 

③ 私的事由保育（上記以外） 

   週２日以内 

３．保育時間は午前８時から午後４時までです。 

４．保育所の休日は利用できません。 

５．定員、保育所行事等によりお断りする場合があります。 

また、疾病その他の理由により他の児童に悪影響を及ぼす 

おそれのあるときは利用できません。 

６．利用料は１時間４５０円（１日３，０００円限度）です。 

７．利用証を紛失した場合や、記載事項に変更があったときは速やか

に保育所に連絡してください。            

                           

連絡先：一宮保育所 TEL４２-３２１１ 

 原保育所  TEL４２-２４１５ 


